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コモ ンズ論 と環境政策

～資源制御から共同体制御へ

藪 谷 あや子(人 間環境大学)

1.は じ め に

環境破壊 を説明する概念装 置 として生 れ落

ちたその瞬問か ら,コ モ ンズは きわめて論争

的,多 義的であった.コ モ ンズ論生成の端緒

とな り,そ れ まで研究上の用語,概 念であっ

た 「コモ ンズ」 が広 く世 に知 られるところ と

なったの は,1968年,生 物学者G.Hardinの

論文 「コモ ンズの悲劇」が発 表 され,大 きな

反響 をよんだか らである.

それ以前 にも,個 人的合理性 と社会的合理

性の対立現象 の発 生についての論理 は先駆 的

に展 開 されてい たけれ ども,Hardin論 文 に

触発 されて,欧 米 を中心 に農学的 コモ ンズ研

究や,い わゆる 「コモンズの悲劇 問題」 を扱

う理論モデル研究 が 目立つ ようになった.そ

れ らをふまえて,わ が国で も優 れたコモ ンズ

研究が世に問われたが,本 格 的にコモ ンズが

論 じられる ようにな り0政 策的含意に注 目さ

れ る よう に な った の は1980年 代 後半 か ら

1990年 代半 ばにか けてのこ とであった.

この時代 は,国 際的には,社 会主義の崩壊,

地球規模で の環境破壊,金 融 セ ンター として

の世界都市 の成長,フ ァン ド資本主義の台頭

とアジア経済危機 が,国 内的には狂乱地価が

支 えたバ ブル経済 とその崩壊,東 京一極集 中,

公共事業の乱立 とその財政的,環 境的破綻 と

いう新 しい現実 の もとで,グ ローバルな市場

経済の膨張 とエ コロジカルな危機が急速 に進

行 しつつあ り,文 化的多様性 と生物的多様性

が失われて地球 の持続可能性 が危ぶ まれると

の実感が世界に蔓延 した時代 であ った.

他方 で,こ の時代 は,東 欧社会主義諸国崩

壊 の過程 で市 民社 会が新 た な意 味 をもって

「再発見」 され,わ が国で も台頭 しつつあっ

たNPOや ボ ランテ ィア活 動が阪神 ・淡路大

震災 を契機 に急 速 に広 ま った時代 で もあ っ

た.こ のような二つの流 れをみて,研 究者の

間 には,マ ルクスの個体的所有再建論復権,

福祉 国家 限界論,公 共圏論,ソ ーシャル ・ガ

バナ ンス論等 々,い っせ いに[公 ―共一私]

の関係 を論 じる議論 が沸 き起 こ り,さ まざま

な展 開を見せ始めた市民活動へのエ ンパ ワー

メン トを念頭 において市民社会論 をバ ーショ

ンア ップ しようとの機運 が高 まった.こ れ ま

での ところ,コ モ ンズ論 と市民社会論 を直接

結び付 けた論考には接 していないが,コ モ ン

ズの現代的再生 を論 じる場合0市 民社会論 と

の関係 をどの ような視角 で扱 うかは極めて重

要であ り,そ の理論動 向が注 目される.続 編

ではそこを中心 に論 じたい と考 えている.

2000年 に入る と上述の二つの流れはそれぞ

れに加速 した.一 方 での,国 際的な努力を超

える環境破 壊の加速化,少 子高齢化 の進行,

「官か ら民へ」 を掲 げ る公共 部門 の切捨 て,

新 自由主義路線 に よる格差拡大社会化0産 業

空洞化 や中心市街地 と地域経済 の衰退傾 向,

リス トラと不 安定就 労 の常態化.他 方での

NPOの 本格 的な普 及 と,行 政 ・市民 ・事業

者 に よる三者 協働 の広 が りな ど,い わゆ る

「新 しい公」 といわれ る動 きが顕i著になった.

こう した現代社会の矛盾 と可能性がぶつか り

あう 「場」 として,今,あ らためて地域社会

に多 くの人 々の関心 が向か っている.

本 稿 では,現 下 の こ う した動 きを念 頭 に

お きなが ら,コ モ ンズ論 の これ までの成果

を位 置付 け た叙 述型 の コモ ンズ ・モデル を

考 え るこ とに よって コモ ンズ論 の全体 像 を

描 いてみ たい.そ して,コ モ ンズ とコモ ン

ズ論 の積極 性 と問題性 を明 らか に した うえ

で,ソ ー シャル ・キ ャ ピタル論(社 会 関係
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資本論)や 市 民社 会論 の新 しい研 究成果 を

取 り込 みつ つ,コ モ ンズ論 か ら操 作可 能性

を引 き出す こ とを 目標 と している.同 時に,

静 態 的,観 念 的 な コモ ンズ 把握 では な く0

社 会の 変容 に応 えて,コ モ ンズ 内部の基 本

的 自由の確 保 を図 り,人 間の学習 能力 を高

め,共 同性 を発揮す ることで,「 自発 的な主

体 による協働 作業 が生 態系 的 に も社 会 的費

用 負担 の面 か ら も最 も合 理 的で ある」 とい

う仮説 を組 み立ててみたい と思 う.

10コ モンズ論 の歩み

1ｮ)コ モンズ研 究の主要なアプローチ

コモ ンズ研 究 はe経 済学 を筆頭 に,農 学�

開発経済学,文 化人類学,生 態人類学,環 境

社会学,歴 史学等 とその関連分野など9実 に

様 々な学 問領域で取 り組 まれ,そ れぞれの立

場か らその機 能や構造が分析 されてきた.分

野や問題意識 やフ ィール ドが多種多様である

ため往 々に して議論がかみあわず,き わめて

論争的である と同時 に議論の共通の土俵 がわ

か りにくい状況があった。

1960年 代 頃には,コ モ ンズとは一般的には

共有地を さしﾘ資 本主義の発達 を阻害す る前

近代 的遺物 とみ なされていた.し か し,多 く

の学 際的 な実 証研究 が積 み重 ね られ るなか

で,伝 統 的な狩猟採取社会 や農牧畜社会でみ

られ る共有資源の共同管理方式が,生 態系 に

適合 した利用秩序 によって持続可能な資源管

理 を達成 しているとい う事実 が確認 されるよ

うになる と,研 究者の問では次第 に,コ モ ン

ズとはその ような社 会の仕組み さす概念 と し

て理解 され るようになっていった.

本稿で は,そ の経過 で現れ たさまざまなコ

モ ンズ研 究の アプローチにつ いて,仮 にこれ

らを,エ コロジカル ・アプローチ(農 学的ア

プローチ),理 論 モデ ル ・アプローチ,政 治

経済学的 アプローチ,地 域振興 アプローチ,

イ ンタラクティヴ ・コミュニティ ・アプロー

チ と名づ けて,類 型化 するこ とによって整理

す る.な お0こ れ らの アプローチの他 に も,

1980年 代 にイヴ ァン ・イ リイチ も 「商品生産

に包摂 され ない環境(共 用地)」 と早 くか ら

コモ ンズの定義 に言及 している し,わ が国で

も秋道智彌 は生態 人類 学の立場 か ら一貫 して

共有の森や海の変容 をめ ぐる一連の問題を追

い,聖 域(sanctuary)と 結 び付 けたコモ ン

ズ論 を展 開 して きた.し か し,本 稿では コモ

ンズ ・モ デルを軸 として議論 を進め るため,

その他 の多 くのす ぐれた コモ ンズ研 究 ととも

に割愛 していることをお断 りしたい.

・エコロジカル ・アプローチ(農 学的アプ ロ

一チ)

コモ ンズ論 と して最 初 に 目的意識 的に研

究 を追 求 したの は,コ モ ンズ を持 続可 能 な

環境 資 源管 理 シス テム で あ る と評 価 して,

その組織 形態 や管 理制 度 か ら観 察 され る知

見を体系 的 に理論化 しよ うとす る試み であ

った。 つ ま り,フ ィール ド調査 か ら,持 続

可能 な資源管 理 を実 現 してい る組 織 にみ ら

れ る習慣 化 した資 源管 理 の規則 と規制 の体

系 の存在 を明 らか し,そ れが生態 系 と社 会

にいか な る影響 を及 ぼ してい るか を考察 す

る研 究 であ る。 国際共 有資 源学会 の主流 は

この 立場 で あ る よ うに思 うが,環 境 科 学,

政治科学,政 策科学,行 動科 学 的観点が バ

ランスよ く統合 された枠組み を もっている。

その一例 として,国 際共有資源学会の会長

であ り日本の入会研 究 を通 じて環境 問題 に取

り組 んでい るM,McKeanの 指摘 を以下 に紹

介す る11.

McKeanは,コ ンフ リク トをコ ン トロー

ルす る手段 を社 会 的費用 との関連 で分析 す

る観 点 か ら,共 有 を評価 す る理 由 を次の よ

うに述べ ている.

① 一人… 人が対象 を管理 す る場合 の コス ト

と比べて規模の経済が実現 していること。

② 生態系 を私有に細分化することで生態系 と

しての全体 を破壊す る危 険性があること.

③ 個 人所 有 で は トラ ブル がお こ りやす く,

交 渉の社会 的 コス トとい う外 部性 を発達

させ る可能性があ ること.

④ 集 団の決定 に よる方が 個人 の決定 と比べ

てリス クが分散 されていること.

⑤ コモ ンズが衰 退 した場合,あ る地域 の外

側 に外部性が発 生する ことがあ るこ と.
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⑥ 共有 の 方 が外 部性 に対 して効 果 的 に

Enforcementで きること.

⑦ 先 進 国 は 資 源 の 消 費 量 が 大 き い の で

CrowdingEffectが 大 きい こ と.

⑤ は,例 え ば,入 会 山 を 小 分 け した 場 合,

森林の管理 が雑 に なった場合は下流の地域 に

害 を与 える こ とを意味 して いる と思われ る.
一つ一つの知見 については専門的 な見地か ら

,

例 えば,過 剰 な分 権に よるコス ト論 などか ら

異論 もあろ うが,「 生態系的」 という概念が,
一般 に考 えられてい るような自然科学的な客

観的現象 としてあ るのではな く,人 問と資源

の関わ りあいの結 果だ ということをよ く示 し

ている.大 雑把す ぎるとの批判 を甘受 しつつ,

本稿では仮 にこれ をエコロジカル0ア プロー

チ(農 学的アプローチ)と よんでおきたい.

・理論モデル ・アプ ローチ

第二 は0「 コモ ンズの悲劇 問題」 を,社 会

的意思決定 を扱 う制度派経済学やエ コロジカ

ル ・アブmチ の知見 を取 り入れつつ,理 論

モデルに よって研究するアプローチである.

この アプ ローチ は,個 人的合理性 と社会的

合理性 の対立現象 を扱 う「囚人のデ ィレンマ」

ゲー ムモデル として早期 に定式化 され,1980

年代半ば以降は進化 ゲー ムモデル として精緻

化 されつつ あ る2).習 慣化 した資源管理の規

則 と規制の体系 を相互監視の もとに構成員の

行動 に内部化す る コモ ンズ社 会は,自 己組織

的に,あ るいは意 図的に,社 会が倫理規範 を

形成 してい く事例 であ り,人 間の協力行動の

意味 を道具 的 ・手段 的合理性 に求め る事例 と

い える.か かる戦略性 を内包する共同資源管

理制度は0ま さに絆 の体系 である同時にディ

レンマの体系 で もある とい え,ゲ ーム理論の

適用対象 と しで 恰好の素材である.

その他 の理論 で扱 うと きも,コ モ ンズには

経済学の概念 ッールが満 ち満ちてい る.す な

わち,(権 利 と義務 と決定 における)平 等,自

治,持 続可能性,環 境倫理(規 範),集 合 的行

為,危 機管理,自 己組織性,自 己制御 システ

ム等 の基礎概念,費 用負担,再 分配,ス トッ

ク外 部性,混 雑税等の環境経済学概念,エ ン

ドユーザ ー,情 報の共有,ア ナ ウンス効果,

資 源 の 可 視 性,ロ ー カ ル ル ー ル,交 渉 ・取

引 ・合 意 コ ス ト,立 憲 コ ス ト,満 場 一 致 ル ー

ル,フ リ ー ラ イ ダ ー,モ ニ タ リ ン グ(調 査),

ペ ナ ル テ ィ(制 裁 ・処 罰),フ ィ ー ドバ ッ ク

等 々.こ れ を 理 論 モ デ ル ・ア プ ロ ー チ と よ ん

で お く.

むろ ん�ｻ 実 の世界 は理 論モ デルが示 す

よ りは るか に複雑 で あ る ことはい うまで も

ないが,モ デ ルは実証 研 究か ら得 た知見 を

条件化 す る こ とで仮説 をたて る ことが で き

る.た だ し,仮 説 は必 要 であ るが,ス テ レ

オ タイ プの コモ ンズ観 を修 正す る作 業 も常

に必要 で あ る.同 様 に,実 証研 究であ るか

ら とい って この 努力へ の義 務 を免 れてい る

訳で は ない.理 論 派 のモ デル はコモ ンズ に

お ける人 間の本性 を利 己 主義か ら語 るこ と

が多 く,実 証 派 の コモ ンズ研 究 は利 他主義

か ら語 るこ とが多 い よ うに思 う.(む ろん,

前者 は理論 のセ ー フテ ィネ ッ トのため に最

悪の場合 を想定す る もの だ として も.)筆 者

の コモ ンズ観 は,現 実が そ うである ように,

人 間をそ の両 方 の傾 向 を併 せ持つ存在 とみ

るの で,仮 説的 に コモ ンズの社会構 造 を中

立的なモデ ルと考 える ものであ る.

この ような視点 か ら導 かれる結論 は,コ モ

ンズは0コ モ ンズを囲む さまざまな生態的,

社 会的条件 に よって,状 況依存的 に対応 し,

環境破壊の システムに も,逆 に環境保全のシ

ステムにもな りうる とい うものである.こ う

考 え る よ う に な っ た の は,典 型 的 な

Historicalコ モンズであ りCon七emporaryコ モ

ンズで もあ る日本 の農業水利組織 を事例 とし

た筆者の コモ ンズ研究か ら得た知見が大 きく

影響 している.こ れは本稿 を貫 く特徴 である.

1-2日 本の コモンズ論のアプローチ

・政治経済学的アプローチ

第三 は,1980年 半 ばのバ ブル期 の 日本 に

興 った政 治経 済学 的性格 が 強い コモ ンズ論

であ り,拙 稿3Jで,エ コロジー派(農 村社

会型)コ モ ンズ論 お よび 「社会的共通資本」

論 派(都 市社 会型)コ モ ンズ論,総 称 して

「二つの コモ ンズ の経 済学」 と名づ けたもの

であ る.
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一つは,玉 野井芳郎 ら,い わば,エ コロジ
ー派ポランニ アンに よる農村型社 会の再生論

ともいうべ きコモ ンズ論であ り�� 体的 に豊

か な 自然 と共 生 す る島 懊諸 島 を提示 す るな

ど,実 在性 が強い議論で ある.エ ン トロピー

論に依拠 して,農 村型社会 において維持 され

ていたメタボ リズムが生命系やエ コロジーの

法則 に適合 していた ことに着 目 し,そ の現代

的再生の視 点か ら現代社会の問題点 を分析 し

た,目 的合 理性 ではな く,生 態環境 を維持 す

る形態的合 理性 に則 って 自然 と共生す る自治

的社会 として コモ ンズ社会 を検証 した ところ

に,こ の系 譜の近代化批判 としての重要な貢

献が ある.

二つめはe宇 沢弘文 ら,都 市型社会の再生

論,持 続的発展論 としての コモ ンズ論であ り0

コモ ンズを,希 少資源の効率的な配分 と実質

所得分配の公正性 を実現す る機能であると評

価す るなど0規 範 性 ・抽象性 が強い議輪 であ

る。管理主体 を住民 とす ることで共有資源 の

コン トロール と配分のチ ャネルが最短 とな り

実態が反映で きる こと,コ ミュニティに自己

決定権 を保 障す るこ とで社 会的意思決定にお

ける合意が低 コス トで調達 しやいなどの理 由

で,コ モ ンズを効率的で持続 可能 な資源管理

システム と評価す る点で はエ コロジー派 と共

通す るが0こ の系譜の真 髄は,宇 沢が,ヴ ェ

ブ レンに依 りつつ�r 上惇のイ ンフラス トラ

クチ ュアー論,宮 本憲一の社会資本論の概念

をも意識 しつつ,対 象資源の範 囲 と資本概念

を拡張 した社会的共通資本 の考 え方 を提唱 し

た ことにあ る4).社 会的共通 資本 は コモ ンズ

概念 を包摂 してい るな ど,包 括性,適 用可能

性 を有 してお り,政 策的含意 が豊富であるこ

とか ら経済学以外の領域 に も大 きな反響 をよ

び,現 在 に至っている.

両者に共通す るのは,住 民 や市民が政府や

市場 か ら資源管理の権 限 と能力 を取 り戻 し,

自然 と共生す る豊かで分権 的,自 治的な地域

社会や市民社会 を構想 する ことであ り,そ れ

ぞれが依拠す る学説 と概念 ッールを駆使 して

新 しい概念 と問題提起 を生み,コ モ ンズが成

立す る社会 が備 えるべ き条件 を論 じた.「 二

つの経済学」 は,コ モ ンズか ら,<地 域主義

や地方分権 〉,資 源のく 自主管理や民主的管

理>9主 体 と してのく住民 や市民 〉の問題 を

立ち上が らせた.宇 沢 の国家論が まだ本格 的

に展開されていないので類推 の域 を出 ない部

分 もあるが,前 文 中の〈 〉内 に対比的に列

記 した よ うに,「 二つ の コモ ンズの経 済学 」

の間には,ア プローチやニュア ンスの違 いに

とどま らない,市 場経 済観 や国家観の違いに

遡る重要な争点 も含 まれているように思 う.

他方で,両 者 の主張 は,と もに宮本憲一 の

主張 を媒介項に してみ た場合 には,同 時代 人

としての共通の課題認識 に立 っている ように

も思 われ る。す なわち,エ コロジー派 コモ ン

ズ論 は宮本の 内発 的発 展論 と,「 社 会的共通

資本」論派 コモ ンズ論 は同人の社会資本論 と

近接性がある.

ともあれ0「 二つ の コモ ンズの経 済学」 が

世 に与 え た影 響 は大 き く0多 くの 論 者 が

様 々 な文 脈で これ を引 用 し,全 体 と して コ

モ ンズ を 「人 々 の協 働 に よる持続 可能 な共

有資源管 理 をめ ざす共 同管理 の空 間」 と解

する点では…致 していたの で,河 川,湖 沼,

景観,緑 地,公 園,寺 社 林,里 山0歴 史 的

建造 物等 々,後 には医療 ・福 祉 ・保 険 財源

や知 的 な資 源等 々の ソフ トな 資源 に及 ぶ,

多様 な分 野で の管理 問 題 を論 じる際の手 が

か りと して,研 究者 の み な らず実務 家 や実

践家,や が ては広範 な市 民 の間 に コモ ンズ

理解 が普及 してい った9。 これ を政治経済学

的アブmチ とよんでお く。

1-32000年 代の コモンズ論のアプ ローチ

・地域振興アプローチ

「二つのコモ ンズの経済学」が 日本 にお け

る第一世代の コモ ンズ論だ とすれば,2000年

前後 になる と,第 一世代 に属 する室 田武や生

態人類 学者 の秋 道智 彌 な どの薫 陶 を受 けつ

つ,国 際共有資源学会の アプローチ をも参照

する,主 として若手研 究者 を中心 と した,い

わば第二世代の コモ ンズ論が形成 され,旺 盛

なフィール ド調査 にもとついて実証研 究が積

み重 ね られ てきた.第 二世代 に刺激 されて コ

モンズ論全体 も活性化 され,そ れまでの内外

の膨大 な既往の研 究成果が体系 的,批 判的 に
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摂取 され るよ うにな り,わ が国にお いても,

コモンズ論 が独立 した学際的 な研究領域 とし

て市民権 を得 るようになった.

第二世代 は,所 属 こそ環境経済学,制 度経

済学,財 政学,開 発経済学等の経済学 と,農

学,森 林学,水 産学,環 境社 会学,文 化人類

学,地 球環境科学等 々に属す るが,コ モ ンズ

論 とい う学 際的 な研 究 テーマ にふ さわ しく,

複数 の分野 を トランス して学ぶ ダブルメジャ
ー,ト リプルメジ ャーの,い わゆる個人学際

を地 で行 く人々である.そ の多 くが地域色豊

かなフィール ドを もち,各 分野 を横断する研

究コ ミュニテ ィの組織化,コ モ ンズの再生 を

めざす実践 の場 とのネ ッ トワー クの形成,海

外研究者 との交流,地 元 との交流等 々,切 磋

琢磨 しつつ0成 果 を共有財産 としてい く様子

は,そ れ自体一 つのコモ ンズ空間といえる6>.

第二 世代 の コモ ンズ論 は,Hardin流 の

「コモ ンズの悲劇」 を反証す る コモ ンズの事

例 を国 内外 に求 め,そ の成 果 を層 として蓄

積 す る過 程 で 自己形 成 して きた観が あ り,

いわ ば 「コモ ンズの悲 劇」 が共通 の仮想 敵

の役 割 を果 た したか にみ える.第 一世 代か

ら有形無形 に多 くの もの を引 き継 ぎつつ も,

全体 的 に政治 経済 学 的主張 に は慎重 の よう

だ.こ の こ とは,第 二 世代 の研 究 ス タイ ル

がエ コロ ジカル な観点 が強 い実証研究 が 中

心 とい うこ とか らす れば当然 の こ とで もあ

ろ うが,Hardinと 日本 の第一世代 は同世代

人 であ り,立 場 は違 うが冷戦体 制下 で市 場

対 国家 を強 く意 識 して いた こ とと比 べ て,

第 二世代 は グロ0バ ルに は環境 問題や 途上

国問題,ロ ー カ ル にはバ ブル崩 壊後 の地域

の衰 退 とい う空 気 を吸 って成 人 した とい う

時代背景 の違い も重 要な要因であ ろう.(筆

者 は両世代 の中間の世代 に属す る.)

第二世代 は,先 行世代 の,三 つの アプ ロ
ーチの成果 を よ く摂 取 してお り

,ま た,そ

れ まで の フィー ル ド調 査が水利 社会や 農牧

畜 ・漁工労社 会 の研 究 が多 かっ たこ とと比

べ て,現 代 日本 の 身近 な フ ィー ル ドが多 い

の も特徴 である.

そこでは,担 い手の減少に苦 しむ里山や

部落有林や農業水利 の維持管理 について,

「環境保全 ・地域経済 ・地域 文化 」の三点セ

ッ トによる地域 復興戦略 を視 野に入れつつ,

都 市 と農村,上 流 と下流,山 と海 な ど生 態

系 に即 した広 域 の相 補 的 な連 携 の も とで,

地元 の人 々が主 体 とな って共 同で資源管 理

す る との 問題意 識が 強い.具 体 的 には,都

市市民 の ニー ズ に も応 えた里 山づ くり,環

境 教育,水 質保全0エ コ ッー リズ ム,様 々

な伝統 の再 興等 々,コ モ ンズを身近 に,現

代 に生 か そ う とす る生 活者 の 目線 が よ く出

てお り0第 一世 代 とは また違 った形 で コモ

ンズ の展望 が導 き出 され そ うで あ る.こ れ

を地域振興 アプローチ とよんでお く.

拙稿7〕で も,ヒ ー トアイラ ンド対策,緑 地,

水系保全,CO2吸 収,生 物保全,レ ク リエー

ションとい った環境 問題 の視点か ら,市 民 に

よる森づ くりの意義 を論 じた ことがあるが,

本節 のまとめ にか えて,シ ンクタンクによっ

て ま とめ られた[コ モ ンズ再生 事例](表)

を引用 してお く.こ れは コモ ンズ論 の到達点

が手 際 よくまとめ られ,政 策的 に操作可能 な

もの となるよう努力 して きた関係者 の努力 の

結果が よ く示 され ている と思 うか らである.

2.新 しい課題 と従来の課題

2-1イ ン タ ラ ク テ ィ ヴ ・コ ミ ュ ニ テ ィ ・

ア プ ロ ー チ

・ク リエ イ テ ィ ヴ ・コ モ ン ズ

近 年,知 的所有権 の問題が,「 コモ ンズの

悲 劇」 の比喩 を借 りて,あ るい はク リエ イ

テ ィヴ ・コモ ンズ と して論 じられ脚光 をあ

びてい る.ビ ジネスや 実践 の現 場 で コモ ン

ズが注 目されて いる こ とは,コ モ ンズ論が

従 来の枠 組 み を超 え て大 き く発 展す る予兆

を感 じさせ る.

クリエイテ ィヴ ・コモ ンズは,製 作物 の流

通0利 用促 進 と著作権の尊重 との両立 をめざ

す運動であ り団体 であ る.つ まり,他 人 との

共有 を前提 に公 開 され た コ ンテ ンツを増や

し,自 由に共有可能 な創作物 のコモ ンズ(共

有地)を 作 り出す ことを目的 としている.そ

うす ることで,そ の創作 に刺 激された,新 た

な創作 が さらに生み出 される とい う創作活動
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表[コ モンズ再生事例]

事 例

分 類
事 例 概 要

・都市近郊林 を活用 ・保全す るため,地 権者 に対 して土 地所 有

市民の森制 税等 を軽減 した上で,土 地 を借 り受 け,市 民 を活用 主体 と して

地域 住 民
度 組織化する制度.共 用の仕組 み を,行 政の仲介の もと,所 有者,

周辺住民の問で形成 している.
の コ モ ン

ズ
・都市近郊林や農地等の緑地の所有者が委託者 とな り,公 益法

緑 地 信 託
人を受託者 とする不動産信託契約 を結ぶ.受 託者は,緑 地の管

理 を行ない,委 託者の死亡時等は緑地の先買い権 を持つ.共 用

のための権利 を委託する方式であ る.

地域 連 携

ナ シ ョ ナ

ル ・ ト ラ ス

ト

・不特定多数か ら基金を集 めて ,土 地の買い取 りを行 う。 イギ

リスの制度が 日本 に導入 された.貴 重 な 自然 を破壊 す る開発 計

画がある場合に対抗する手法 として実施 されてい る場合が多い、

公益性の高い土地 を共有化 によって保全す る手法.

主 体 に よ

る コ モ ン
分 収 育 林

・下流域 の住民等 に人工林 のオーナーに なって もらい ,森 林組

合 等が施業 を行ない,そ の収益 をオーナー に還元する。土地 と

ズ
立木 との所有 をシェアす る とい う形態.
・一定の契約期 間,都 市住民 に棚田のオーナーになって もらい,

棚 田 オ ーナ 農 産物 を都市住民 に還元 す る。 オーナー には耕作体験 や地域 内
一制度 の イベ ン トへの招待等,様 々な特 典が供 され る.分 収 育林 と同

様,土 地の所 有権 とその利用権 をシェアす る とい う形態.

森林組合 に ・小規模零細な林地の管理 を,所 有者が森林組合 に委託する方

大規 模 集 よる共同施 法.緑 地信託制度 と類似 す るが,生 産 目的 において,施 業等 を

約化 と し 業 効率化するために行われてい る。

て の コ モ

ンズ
農業公社へ

の耕作委託

・森林組合 による共 同施行 と同様 ,耕 作 を外 部委託 し,生 産 目

的での利用 を維持する方法であ る。

三 井 情 報 開 発 株 式 会 社 総 合 研 究所1分 析0提 案 〉「コ モ ン ズ(共 有0共 用 地)」 の 再 生

http:〃researchmki.cojp!ECO!proposaレcommons.htm

の連鎖を作 り出す ことで,知 のイノベーシ ョ

ンを支 えよう とす る運動で ある.そ こでは,

情報基盤技術 と次世代 メデ ィァを活用す るこ

とに よって現代 の社会 的問題 をインタラクテ

ィヴに解決 してい くような社会 を支 えるもの

を 「コモ ンズ型社会基 盤」 と表現 してい る.

クリエ イテイヴ ・コモ ンズの り一 ダーであ

るL.Lessigは サイバー法の権威であ り,民

主主義の価値 を前面 に押 し出 し,法 律以外 に

も人 の行動 を規制す る方法が あること,そ れ

は市場や規範,ア ーキテクチュアであ り,イ

ンターネッ ト上の コン トロールの強化 に対 し

て公 共の監視が重要 である と提唱 して多 くの

人 々 の 支 持 を 集 め て い る8).

通信や電力 など回線を使用す る資源分野 に

おい て コモ ンズ を論 じる論 文 はわが 国で も

1990年 代前 半 にす で に発表 されて い た し,

WTOは じめ時代 の要請 に応 えて,法 学分 野

では所有権論 にお いて知的な資源についてす

でに研究 して きた.し か しなが ら,通 信 分野

で コモ ンズが大 き く取 り上げ られ るように な

ったのは,イ ンターネッ トの浸透 によ りネ ッ

ト上 に仮想 の共同体が構想 され,利 用者 の立

場か らのコ ンテ ンツの 自由な享有 と利用が妨

げられつつ あるという危機感 が生 まれてか ら

の ことである.著 作権制度が,著 作 者,そ れ
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も巨大 コンテ ンツホルダーにとって有利な方

向に強化 されつつ あることや0デ ジタルネ ッ

トワークの普及 に よって容易 に流通す るよう

になった コンテ ンツを著作権者の立場か ら保

護す るために,送 信可能化権や公衆送信権 の

ような権利 が新 たに設定 され る動 きが ます ま

すその ような危機感 を増幅 している.

・ベ ス ト ・プ ラ ク テ ィ ス ・コ ミ ュ8テ ィ

野 中幾次郎 が牽 引す るナ レッジ経営論にお

いて も,暗 黙知 と形式知 の弁証法的発展 に よ

る知識創造 の螺旋運動 を実現す る 「場」 とし

てコモンズが注 目されている.こ こでもコモ

ンズはクリエイテ ィヴ ・コモ ンズにおける と

同様 に,コ ミュニテ ィや組織な どの情報や経

験 を共有資源 として知の イノベーシ ョンを生

み出すベス ト ・プ ラクティス ・コミュニティ

ととらえられてお り,コ モ ンズ論における実

証研究 は,こ こでは企業経営,こ とに研究 開

発部 門における知 のイノベー シ ョンや,地 域

(経済)振 興 プロ ジェク トにおける成功事例

を分析 し,ビ ジネスモデル として確立するこ

とであ る91。

環境政策は現代 に環境倫理 を形成す る手が

か りとして,コ モ ンズの場 に0構 成員が資源

と共 同体の持続可能性 を最高の価値観 として

堅持 し続 けて きた秘訣 を探 ろ う としてい る

が,ナ レッジ経営論 も同様の立場か ら,コ モ

ンズを組織 的知識創造の場,源 泉 とみな して

いるのである.そ してそ こには,21世 紀の知

識集約型社会 においては情報や知識が最 も重

要 な資源であるに もかか わ らず,従 来の経済

学 は,知 的資源 を財 として扱 う経済や企業 の

あ り方 をとらえる理論 はい まだ構築 していな

い との認識があ る.知 識は他 の財 とは異な り,

その生産 ・取引 ・使用 において 「量」ではな

く 「質」 が問 われ る財 であ り,質 には主観,

価値観,文 脈 の 「違い」が重要であ り,こ の

ことも含 めて質は貨幣換算で きないことか ら

伝統的 な経済学の範晴 を越 えているとい うの

であ る.

そこで,そ のよ うな 「違い」 をインタラク

テ ィヴに解決 しなが ら次のステ ップに進む と

い うダイナ ミックな統合 プロセス を経て,イ

ノベーシ ョンを生み出すエネルギーがつ くり

だ される とす る,す なわち,知 識創造 のプロ

セスを,互 いに矛盾する個人の主観が組織や

社会 との相互作用の中で正当化 ・客観化 され

ている絶 え間ない弁証法 的プロセス とみるの

で,組 織 と個 人が相互作用 する場 を重視 し,

それをコモ ンズ とよぶのである.

L.Lessigも 野中 も,コ モ ンズ を進化論的,

動態 的に把握 し,ま さにそ こに依拠 して実践

理論 を組み立 ててい る点で これ までのアプロ
ーチ と目的 も問題意識 も異 なる .こ こでは,

コモ ンズの現代的再生ではな くコモ ンズの創

生が 目標 とされてい る.両 者の ような考 え方

をインタラクテ ィヴ ・コミュニテ ィ ・アプロ
ーチとよんでおこ う.

これ までの コモ ンズ論 の知見 と突 き合 せ

つつ,こ れ ら知 識社会 型 コモ ンズ観 を摂取

し,コ モ ンズ論 を再検 証 し,進 化 させ る必

要 が あ りそ う で あ る.こ れ に 関 し て,

Historicalコ モ ンズの研 究が示す コモ ンズの

特徴 の一 つ と して,コ モ ンズが,自 治 的で

あ って も民 主的 で はない 点 に近世 的限界 を

指摘 しうる ものの,一 般 に定常 的,均 衡 的

と思 われ て きた コモ ンズが,実 は社 会や 資

源の変 容 にあ わせ て不 断 にル ールの修正 ・

変更 を行 な って きた とい う経過 があ る点 を

あ らため て認識 す る必 要 があ る.本 稿 の 末

尾,補 論 では,そ の こ とについ ての注意 を

促 しているので参照 されたい.

2-2継 続 されてい るコモ ンズ論の課題
一方

0従 来の コモ ンズ論 には多 くの研究者

が意識 してい るだ ろ う共通 課題 も残 ってい

る.上 述の動向 をみれば,コ モ ンズは農村型

社会 の原理 にとどまる どころか,都 市化 と工

業化 を越 えて情報化,国 際化,知 識集約化社

会 にも柔軟 かつ積極果敢 に対応 して生 き残 り

そ うな勢いである.に もかかわ らず,拙 稿 も

論 じ,植 田和 弘が定式化 した問題 は依然 とし

て答 え られていない ように思 う.そ れ は,都

市化や工業化 が進展 した現代社会(都 市型社

会)に おいて農村型社会 の原理であるコモ ン

ズを再生す る手がか りとして,

第一に,環 境 と共同体の持続可能性にす ぐ
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れたコモ ンズが,な ぜ に近代化の過程で衰退

しなければ な らなかったか.(コ モ ンズの解

体 プロセスを解 明するこ と.)

第二に,コ モ ンズが再生す る社会 とはいか

な る社 会か.(環 境保全 型社会,循 環型社会

形成の諸条件 を構想 す るこ と.)と い う二つ

の課題であ る.本 稿 で もこれ まで コモ ンズ論

をサーベイ して きたが,そ れ は唯,こ の二つ

の問いに答 えるためであ る.現 段 階ではその

回答 を定式化 す る ところ に至 っていない た

め,そ の予備 的作業 として,こ れ までの コモ

ンズ論の成果 と論点 を取 り込 んだ コモ ンズ体

系 を表すフローチ ャー トを示 したい。

その際,図 では理論(論 理的整序)と 実際

(歴史的整序)が ず れてい るこ とに注意 され

たい。すなわち,第 一一の問い と第二の問いは0

コモ ンズの崩壊 ルー トと長期存続ルー トとし

て表現 し,縦 にパ ラ レル に下降 させ ているが

実際にはず れがある点 である.

このずれ には重要 な意味 があ る.こ れ ま

での コモ ンズ再 生 の事例 を分析 す る と,伝

統的 な コモ ンズ の衰 退 の過程 で こそ コモ ン

ズの現代 的再 生の 糸 日(運 動)が 現 れ るの

が一澱 的で あ り,余 力 が ある段 階で引 き続

き時流 に応 じて維持 ・発 展 して いる とい う

積 極 的な事例 は極 めて まれ であ る.そ の こ

とか らす れ ば,第 一 と第 二 の 問 い は二 つ

別 々の もの として あ るので は な く9ま ず は

コモ ンズの衰 退 ・解体 の プロセ ス と合 わせ

て コモ ンズが現 代 的 に形成 され て くる経過

を研 究 し0そ れが実 現 した要 因 を分析 した

後,そ の ような要 因 を成立 させ ている社 会

の条件 を問 う とい う形 で二つ の 問いを連接

させ て考えるのが妥 当だ と考 える。

3.フ ロ ー チ ャー ト前 半(旧 コモ ンズ 状

態)の 説 明

以下,フ ローチ ャー トにそって先行研究 を

確認 しつつ持論 を展開す る.本 来ならば[フ

ェイズ1]の 最初の記述である[近 代化過程

(大崩壊期1)]か ら説 明 を開始すべ きだが,

コモ ンズ論 が,「 コモ ンズの悲劇」 を契機に

して,理 論 と実証が交錯 しつつ,提 起,反 論,

補強,展 開が繰 り返 されるなかで問題点 と論

点が整理 されて きた,と い う経過 を表現す る

ために 「コモ ンズの悲劇」 か ら説明する.

後半 は,コ モ ンズ論ではいまだ定式化 され

てい ない領域 なので,筆 者 の持論 を表現 す る

形で論理的整序 に したが って説明する.

3-1[フ ェイズ1]所 有 から利用 へ～入会

地 と共有地

1.「 コモンズの悲劇」

[フ ェイズ1]は,そ れまで 「共有」 とい

う所有形態 ばか りが注 目されていた コモ ンズ

概念が,利 用(管 理)の 側面か ら再構成 され

たフェイズである。

「コモ ンズの悲劇」 は,提 唱者Harcdinが,

中世 イ ングラン ドの コモ ンズ をホ ッブス状 態

とみ たて環境破壊 のメカニズム を説 明 したメ

タフ ァー も しくはアナ ロジーである。 「共有

の牧草地(Hardinは これをコモ ンズ とみた)

とい う無責任体制の もとでは,牧 夫 は皆,我

先に自分の利益最大化 に走 って 自分 の羊 を一一

頭で も多 く放 とうとす る結果,牧 草 地は荒廃

(資源枯 渇)し,牧 夫た ちは共倒 れ状 態 にな

る」aと 説 いた ものである。

他 に も,コ モ ンズ を,「 自然 の ままの草原

で誰の所 有で もない共有地(無 主の地)で あ

るがゆ えの悲劇」bと とらえる解釈 も現 れた。

例 えば,aは イギ リス の牧草 地abは モ ンゴ

ルの草原 をイメージす ればわか りやす い.b

の解 釈か らは9海 や川や森や大気 といった自

然資源基盤 とい う範疇の コモ ンズが想定で き

る.こ こか らグローバ ル ・コモ ンズの概念 を

導 き出す ことがで きる.グ ローバ ルなコモ ン

ズルール として地球温暖 化防止協定が0無 主

の地 に私的所有権 を設定す るもの として温暖

化ガスの排 出権取引が理解 されるなど,後 に

はHardil1の 意 図を越 えて,a,bと もに重要

な意 味が付 与 され る.と くにbの 場合 は,コ

モンズの相似形 的な特徴(入 れ子構 造 と表現

され る)が いかんな く発揮 されてい る.

Hardinの 論文 の趣 旨は,「コモ ンズの悲劇」

のレ トリックを使 って,① 土地制度 をは じめ

私的所有 をベース に した経済体制が未整備 な

状況 にある途上 国が,人 口抑制策 に成果 をあ
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[コ モ ン ズ ・フ ロ ーチ ャ ー ト]

近代 化過 程[大 崩壊 期1]

ノ は外圧
国家が初期条件 を設定

、甲
共 有 地

(オー プ ンァ クセ ス)

用利

―

剰過

↓
共有地の悲劇一

,外部〉 ノ

偽政者 ・不在地主

コモ ンズ問の関係

。.イズ 圃(伝 統慣 習泊 治)
1

入会地,入会解燃)ノ

(水利 ・部落有林近代化政策)

(所有 と利用の一致〉(所 有 と利用の分離)

(不在地主)

管理形態

<主 変数1>
ズ

い

<主 変数2>

初期現代化過程[大 崩壊期 ∬]

i
社会の変

、
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〈主 変 数1'〉

適正な関係

フエイズ
V

〈主 変 数2ノ 〉

後期現代化過程[大 崩壊期 皿]

、
社会の

コ ミュニ テ ィの衰 退

↓
モラルへの影響力(率 先垂範)

1

NPO支 援 ・コモンズ支援

地域 にお ける環境多数派の形成

÷
管理機能が維持 される

(コ モ ンズの維 持)

↓
環境保全への道

政府

市民

フ ェイズ

∵
管理機能が低下する

↓
環境破壊への道

(注)図 中では、コモンズ と共同体 は定義せず に使用 している。
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げない ままに資源 を乱伐 ・過剰採取 して環境

破壊 をひ きお こ している と非難 し,② その こ

とが人口 と資源の両面か ら国際 的な食糧 ・資

源問題 の険路 を惹 起する と警鐘 を鳴 らし,③

その対策 として,現 行のばらまき援助 を止め,

人ロ抑制 に取 り組 む途上 国のみ を対象 とす る

選択 的援助 に切 り替 えるべ きだ と主張 した も

のであ る.(こ れ にアナロ ジーで対抗 しよう

とすれ ば,「 宇 宙船地球号が 難破 しそ うなの

で救命 ボー トをお ろ し,地 球規模の トリアー

ジを実施せ よ.」 とい うべ きか.)

当然,Hardinの ロジックには,「 共有地 を

私有 に分 割(解 体)す れ ば(bの 場合 には0

「無主の地 に私 的所有権 を設定す れば」),放

っておいて も個人や企業 は自己利益 の最大化

を追求 す るので 牧草 地 を合 理的 に管理す る

(牧草地 を売 った り貸 した りす る時で も価値

に応 じた賃料や価格 を請求す る)の で,共 有

地 は悲劇か ら救 われ る.」 とい う主張が含 ま

れている.

論文 「コモ ンズの悲劇」が発表当初か ら激

しい議論 をよんだのは,論 理整合性はともか

く,イ デオ0ギ ー色濃厚 な言説 としての皮相

さへ の反発 もあった ろう.「 共有 」 とい う所

有 形 態 か ら環 境 破 壊 の 結 論 を 導 き 出 す

Hardinの 短絡 的 で一面 的な ロジ ックには,

西 欧近代 と資本主義 への信奉,「 共有」 を前

近代 的な もの と断 じる偏見,総 じて先進資本

主義 国 としての優越意識やある種 の傲慢 さが

つ きま とう.当 時は冷戦下で,社 会主義体制

下 の 「公有」は人民の 「共有」である との言

説 が信 じられて いたか ら,Hardinに は,社

会主義 であれ途上 国であれ,私 有以外の所有

形態 の もとにある仕組み はすべて本性的に非

効率性,低 生産性 を内包 してい るとの価値観

があ った に相違 ない.ま た環境 問題への認知

度 や科 学的知 見 が現在 ほ どで はなかった か

ら,「 コモ ンズの悲劇」 は,「 政府の失敗」対

「市場 の失敗」 もし くは公有(国 家)対 私有

(市場 経済)と い う二分法あ るいは二環構造

を克服するオール タナティヴな道 を模索す る

人 々を大 いに刺 激 した.

2.「 コモンズの悲劇」 への反論

わが 国で は,主 として1990年 代 に 「コモ

ンズの悲劇 」に対 して二 つの視点 か ら反論す

ることを通 して,コ モ ンズの定義,概 念,利

用管理の実態への理解 が深 まってい った.

・定義 レベルでの ロジ ックへの反論

第一は,用 語使用 をめ ぐる誤謬 であ る.コ

モ ンズ擁護 者は,主 として,ナ シ ョナル トラ

ス トの誕生 に結実 したイギ リスのコモ ンズを

対象 とした法制史学 の先行研究 を参照 して,

直接 的には翻訳 の問題 というわか りやすい形

で,Hardinの 言語矛盾 を衝いた.

コモ ンズ とは所有権 の所在にかかわ らず,

利用規制(入 会 ルール)の あ る共同利用地」

(入会地)を い う.し たが って,「 入会地の悲

劇」 は成立 しない,成 立 しうるの は利用規制

のない 「共有地の悲劇」であ り,逆 に入会地

こそが真の コモ ンズであ り,悲 劇的な状況 を

回避するための人類の知恵であると.こ の主

張の功績 は,コ モ ンズ にお ける 「共有」概念

の構成要素 として,所 有形態の重要性 を確認

した うえで,「 共 同管 理」 の意義 を前面 に押

し出 した ことである.

・論文 レベルでのロジ ックへの反論

第二 は,コ モ ンズの崩壊過程の分析 をめ ぐ

る誤謬 であ る.第 一の反論に よって,入 会地

こそが 「共有地の悲劇」 を防 ぐための仕組 み

であ るこ とに賛同 した として も,で はなぜ,

入会地(コ モ ンズ)が 崩壊 しなければな らな

いのか とい う,例 の第一 の問い に対 して,東

南アジアの焼畑の事例 をあげて反論が 開始 さ

れた.間 宮 陽介や井上真 は,グ ローバル経 済

が資本主義の 自生的な発展 をまたないままに

途上 国経済 を強制 的にま きこんでい くなかで

伝統的 な経済制度の もとで営 まれてきた生業

が崩壊 し,法 制度の未整備 や政府 の強権的な

入会地解体 政策 とあいまって,資 源 を求める

人々の流動 を呼び起 こし,そ の ことが,資 源

管理 に結 びつい た社 会統制秩序 を崩壊 させ,

「コモ ンズ の悲劇」に帰結す ると論 じた'ω.

それ まで も比較研究や フィール ド調査 に よ

って,地 域 固有 の伝統的 な共有資源管理 の慣
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習の重要性 は示 されて きた し,そ れが,資 源

特性 と利用秩序の 聞の適 ・不適合性 にあるこ

と,す なわち,オ ー プンアクセス状態がブ リ

ー ライダーを誘引す るこ とが コモ ンズの崩壊

の主要 な要 因であ る ことは認 め られてい た.

その意味で は0焼 畑研 究 はそれ を再確認す る

ものであった といえる.

この こ とを確 認 した うえで,筆 者 が考 え

る焼畑研究 の功 績 とは,「 焼畑 の悲劇」<途

上 国→環境 破壊 〉 と して現象 す るマ ングロ
ーブ林消失 の メ カニ ズムの 中 に

,先 進 国 と

途上国 問の,途 上 国内 部 での,と い う二つ

の入れ子構 造 の 「再 分 配問題 」が横 たわ っ

てい るこ とに光 をあて0「 コモ ンズの悲 劇」

のメ カニ ズム の深部 にあ る環境 問題 の原初

的因果 関係 を切 り出 した こ とで ある。そ し

て�r 上 国の再 分配 問 題の背 景 にある欧米

先進 国主導 の グmバ ル な市 場経済 の圧力

と世銀エ コノ ミス ト主導 の途 上国援助 のあ

り方 にも注 目させ たこ とである。

これはF3ardinが 決 してみなかった もので

あ りﾘ欧 米 中心 の エ コロ ジカル ・アプ ロー

チ ・コモ ンズ論 にも希薄 な視点ではないか と

思 う.焼 畑 に よる熱帯雨林の大規模 な消失が

世 界中か ら注視 されてい たこの時期,こ の研

究は誠に時宜 にか なった ものであ り0あ らた

めて実証 研 究 の迫力 を示 しﾘHardin流 の

「コモ ンズの悲劇」論争 に決着 をつ けた とい

える。

3ｮ2団 の フェイズ]～ 「利用」か ら管理

形態へ
・資源特性と利用秩序の関係性

フロー チ ャー トでは,〈 管理 主体 〉 とく

資源 〉を主変 数で あ るこ とを確 認 した.二

つの変数 自体 が多様性 を もつ うえに,変 数

の多 様 な組 み合 わせ が あ るこ とに注 目され

たい。先行研 究 を参 照 して,両 変数 の関係

に大 き く影響 を与 え る事 項 を整 理す る と次

のようになる.

① コモ ンズ がオ ープ ン ・アクセ ス状態 であ

ること.

② 環境 容量 と利 用圧 のバ ラ ンス(資 源 と正

規利用者のバ ランス)

③ 利用(規 則)・ 管理(規 制)ル ー ルの蓄

積 ・共有状況(規 則の周知徹底 ・遵守度,

倫理規範化や習慣化の程度)

④ 資源特性の多様性

⑤ 共同体の多様性(経 路依存性,生 産力の

発展段階,市 場経済の発達段階)

主変数の一方の④ は,再 生可能か再生不

能か,生 物性 資源 か非 生物性 資 源 か,移 動

性 資源 か 固定性資 源か,フ ロー 資源 か ス ト

ック資 源か等 々多 様 であ るが,こ れの研 究

は資源科 学 の領域 に委 ね られ るの で,他 方

の変 数であ る管理主体 に注 目したい.

しか し�ﾇ 理主体であ るコモ ンズ社 会の仕

組み は,資 源特性 と比べ て知 られてい ない こ

とが あま りにも多 い.こ れ は共同体 論や政治

過程論(規 則や規制 の立憲過程や変更過程 に

関す る社会的意思決定の プロセ スの研 究)の

領域 であろうが,こ こで指摘 してお きたいの

は,コ モ ンズ論の多 くは,<資 源特性 と利用

秩序 の関係性 〉に注 目す るあ ま りに,コ モ ン

ズ と外部の関係 は主 として所 有の形 態 として

分析 されてお りaよ り実際的な外部 との交渉,

す なわち0支 配者 との関係お よび他 の コモ ン

ズ との関係 が コモ ンズの社 会構 造に大 きな影

響 を与 えているこ とについて言及が少ない点

であ る。〈資源特性 と利用秩 序の関係性 〉を

歪め ている ものの存在あ るいは メカニズムを

明 らか にするこ との重要性 は焼畑研 究が示 し

てい る。

市 民 社 会 論で は,公 共 圏(市 民),国 家

(行政),市 場(企 業)は 鼎立状態 として とら

えられ,三 者の緊張関係 を基 本 としつつガバ

ナンスの道 を展望す る。そ こか ら三者協働論

も導 き出 されるのであ るが0コ モ ンズ論 にお

い て は,実 際 の コ モ ン ズ が,し か も

Contemporaryコ モ ンズの多 くが非西洋型 で

あって外部か ら厳 しい既 定を受 けているに も

かか わらず,閉 鎖的モデル として分析 されて

いるものが多 い.OstromやBromleyは,コ

モンズの長期的存在条件 として 「コモ ンズを

組織 する権利 を外部が侵 さない こと」や 「支

配者 に権威づ けられた コモ ンズ」 をあげてい

るが0そ の ようなあ り方を長期 的,安 定的 に

保障する条件 はそれ以上言及 されてい ない.
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3―3[皿 の フェイズ]～2主 要変数の制御

[Hの フェイズ]の 出口は,2つ の主要変

数相互の関係 の揺 れを固定するため に,<資

源の制御 〉およびく共同体 の制御 〉が必要 と

なる.コ モ ンズは常 に外部か らの圧力 を受 け

てお り,不 断の 自己革新 をもってこれに適応

していかなければな らないのである.

・〈資源 の制御 〉については ,コ モ ンズの規

則 と規制が体系化 され慣習化 されたものが蓄

積 され継承 され て きた.規 則 とは,稚 魚 は採

らない とか解禁 日の設定 といった資源管理上

の手続 きだが,そ うした約束事 には意味の な

い ものは一つ もない.長 年にわたって累積 さ

れた先祖伝 来の知恵,共 有資産 としての 「ノ

ウハ ウ」 である.次 に規制 とは,規 則違反者

に対す る制 裁,「 ペ ナルテ ィ」であ る.ノ ウ

ハ ウとペ ナルテ ィが合 わさって共 同体 の 「掟」

を形 づ くっている.掟 のエ ッセ ンス は納得 し

合 意 した うえでの強制 である ことにある.

しか し,強 制す なわち非 自発性 には限界が

あ るので0強 制 と感 じさせないための工夫の
一つが ,「 カ ミの声」 や 「カ ミが宿 る」状態

とみ ることも可能だろ う'1〕.コモ ンズの資源

管理 にはアニ ミズ ムや タブーや民話が多 くみ

られ るのはそのためであ る.コ モ ンズにはい

わ ば,「 〈資源の制御 〉を制御 す る」 さまざ

まな仕組みが宿 されている.

現代 の環境政策 は制度設計 の際 に,様 々な

形での前近代的 な圧力 を,税 ・課徴金や補助

金,環 境教育等 々様々な政策手段 に置 き換 え,

さらにポ リシー ミックス をもって展開 しよう

と努力 している.こ こでみれ ば,生 態系的 に

適正 な利用 を支 えるもの としてのく知識 ・経

験 〉を科学 的知見や環境教育 に,〈 可視性 〉

をモニ タリングやデー タや報告書 による情報

共 有 とアナ ウ ンス等 にお きか え る必要 があ

る.近(親)自 然技術 として伝統的 な資源管

理技術 を現代の技術 に生かす方法 も重要であ

る.ま た,ア ニ ミズムや タブーや民話は,美

術 や文学や映画 など芸術作 品を通 してその精

神 が伝 わる こともあ ろう.こ れは,新 しい コ

モ ンズ状態 の[フ ェイズV]で 達成 されなけ

ればな らない.

・〈共同体の制御 〉のボ ックス には,コ モ ン

ズの集団的意思決定 を支 えるもの として,一

般的に,コ モ ンズ社 会の特徴だ とされるく公

正 ・公平 ・平等 〉を入れた.し か し,補 論で

わか るように,筆 者は これ らの価値 をコモ ン

ズの本質か ら先験 的 に導 き出す ことに異論 を

唱えるものである.こ こで再 び指摘 したい こ

とは,コ モ ンズの社 会構造 についてはわかっ

ていない ことが多 い とい う事実である.例 の

第二の問い0「 現代 において,コ モ ンズを成

立させる社 会 とは どの ような社会 かJに 対 し

て答 える以前 に,現 代以前 の社会 にお いて,

コモ ンズを成 立 させ ていた社会的条件につ い

てはわかっていないことが多 いのである.

例 えば,ハ ーバ マスの市民社会が全ての人

に平等 な市 民権 を与 えていなか ったように,

ましてや歴 史既定 的であるコモ ンズ における

公正 ・公平 ・平等 の内容 は独 自の論理に もと

つ くものであった ことは論 をまたない.平 等

の単位が個 人,世 帯,家 であったのか,高 齢

者や女性 や子 どもには一定の配慮が なされて

いたか.コ モ ンズでは女性 も生産労働 を担 う

重要 なメ ンバ ーであったか ら市民社会が女性

に差別的であったの とは異 なる文脈 もあった

か もしれない.市 民社会が アソシエーティヴ

な,あ るいはchatitableな 絆 があ るとすれば,

コモ ンズに は強 い互酬 制度 の絆 があ った ろ

う.さ らに コモ ンズ 内部の再分配のあ り方 は,

共同体 内部 に広が る格差 に どう対処 してい た

かを表す ものであ り,現 代への示唆 を含 む重

要 な論点で あるが,筆 者 も,近 世 に農地 を定

期的 に交換す る割地制 度および「均 しの思想」

を調べた程度 で,歴 史学や文化人類学 の成果

に期待 してい るような状況である,

わかっているの は,所 有 は利用 とともにあ

り,そ こには権利 と義務が不可分 とされてい

たとい う複合的 な関係であ る.し か し,そ れ

はコモ ンズ の生産力 の発展段 階や商品経済 ・

貨幣経済の浸透具合 によるところが大 きか っ

たか ら,現 代社会 におい てコモ ンズの絆 を再

現で きる条件が成立す るか どうか は疑問であ

る.現 行の貨幣 ・通貨制 を相対化 しようとす

る地域通貨の意義の一つ はそれに答 えようと

す る点にあ ろう.

また,〈 監視 と制裁 〉によって,あ るい は
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アニ ミズムや タブー等いわゆるカミの領域 に

助 けられて,と い った ことだけで,コ モンズ

の社会的意思決定が倫理規範化 していたわ け

ではな く,共 同体内で機能 していた他 の多様

なアソシエー シ ョナルな,あ るいはアソシエ
ーテ ィヴな関係 と資源管理 における絆が重層

的,複 合的 につながるこ とでコモ ンズ もまた

強い コミュニ ティ として存在 していたこ とも

確認 してお きたい。

他方で,Historicalコ モ ンズが人々の自由,

すなわち,Taste ofmobilityとlncentiveof

workを 阻害 す る側面,異 能異端 を許 さず 自

由な思想や科学技術 の発達 を封 じた側面があ

った ことは否め ない.こ の ような,個 の異質

性 を排除す るコモ ンズの社会構造 が近代的個

入が形成 され る障害 となっていたことが,内

部か らコモ ンズ を揺 るがせ た ことは確 かだ.

にもかかわ らず,コ モ ンズ論 では,コ モ ンズ

を評価す るあ ま り,コ モ ンズの否定的な側面

の総括 が な されて いない ので はないだ ろ う

か.そ れ はく資源の制御 〉の項で述べた よう

な,概 念 を政策化する こととはまた次元が違

う努力が必要 とされ るテーマ である.

このこと と関連 して,例 えば,ビ ジネスの

現場 での コモ ンズ観 についてはその 目的か ら

言説 として の要素 が強いの はいわば当然 で,

徹 底的 にコモ ンズの否定的 な側面 は除外 し,

ある意味で一 面的な コモ ンズ像 を提示す る。

その ような言説の重要 な意義 を確認 した うえ

で もﾘコ モ ンズ研 究におけるコモ ンズ観 は多

くの先験的 なもの を含 んでい るのではないか

と思 うのであ る。 これについ ても補論 を参照

されたい.

4.近 代化 と現代化

4―1コ モンズの崩壊期の区分 について

[フェイズ 皿][フ ェイズIV]に 至 るまで に

コモ ンズは[現 代化過程(大 崩壊期1)]に 入

る.モ デルであ るか ら,こ こでは歴史学上の

厳密 な時期区分 もその指標 も問わない.近 代

以降 の 日本社 会 の大転 換期 とされ る明治期

(近代租税国家 と しての再編,資 本主義の原始

的蓄積過程)と 戦後復興 に引 き継 ぐ高度経済

成長期(民 主主義 国家 としての出発,先 進 資

本主義国への過程)を さ してい る.初 期現代

化 と後期現代化の 区分 も高度成長期 とバ ブル

経済期 をそれぞれ ピーク として含む,低 成長

期 を挟んだ前後 くらい を想定 したあい まいな

ものであ ることを了承 され たい.ち なみ に,

途上国の困難はこの近代化過程 と現代化過程

をほぼ同時 に通過 しなけれ ばな らない ことで

あり,そ のため矛盾 が激化することである.

この ように複数の コモ ンズ崩壊期 を設定 し

たの は,第 一の問い,「 環境 と共 同体 の持続

可能性 にす ぐれた コモ ンズが,な ぜ に近代化

の過 程 で衰 退 しな けれ ばな らなか ったか 。」

は一 ロに 「近代化」 とあ るが,コ モ ンズの解

体 ・崩壊 プロセス には二つの大 きな節 目が あ

り,そ の内容 の質的 な差 を峻別 して論 じるべ

きだか らである。 と くに 日本 も含 む近代化の

出発 点 において近代的土地所 有権 を導入 した

後発 タイプの資本主義国では,最 初 に誰の利

益 になる ように所有権 を設定 したか,例 えば,

政府 や大企業が資源や土地 を囲い込 みやすい

ように設定 してい るなど,初 期条件 が コモ ン

ズの存亡はいうまで もな く,そ の後 の社会の

あ り方 に決定的な影響 を与 えてい る.ま た,

単 に資本 主義 に原 因が あ る とす るので は な

く,貨 幣代替化や都市化や工業化が直接の原

因である場合 も多い、そのあた りを丁寧 に分

析 しないで 「歴史的必然性」 とい うだけで は

何 も出てこない。

すなわち0近 代化過程と現代化過程ではそ

れを推 し進める要因も,そ れが社会に及ぼす

影響の大 きさも進行の仕方も質的な違いがあ

る.例 えば,近 代化過程で,入 会権や水利権

やその他の近世的権利を近代的所有権へ解体

的に再編成することは,「土地を所持する」と

動詞でよばれてきた近世における所有形態の

未分化状態からの所有権の立憲過程 ともいう
べき歴史的な大事象である.他 方,現 代化過

程で,ム ラの共同業務 とされてきた川 ・池湊

い,道 普請0下 草刈 りなどにおいて,兼 業化

や高齢化のため参加が困難な家庭が増えてき

たため出役代償金を払うようになったという

のとは次元の異なる話である.

要 するに[大 崩壊期1]は コモ ンズが国策
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として解体 されて きた過程であるし,[大 崩壊

期ｩ1]は 都市化,工 業化,貨 幣化,産 業構造

の変化等,社 会 の変容の なかで コモ ンズが崩

壊 してい く過程 である.た とえ,そ れが資本

主義の発展の結果であるとしても.

以下,近 代化 の フェイズ に戻 って コモ ンズ

崩壊 のプロセス を整理 してい く.

・大崩壊期1(近 代化過程)

明治国家によって近代的所有権制度が導入

されると,そ れまでなが らく,近 世には農民

によって厳密に執行されてきた慣習的用益の

秩序と激しく衝突するようになった.明 治初

年の地租改正事業ならびに官民有区分に端に

発 して,入 会は国有地入会,公 有地入会,私

有地入会の三類型に再編成され,さ らに主流

派学問が入会権を前近代的なものとして否定

する態度をとったことに力を得て,国 家は入

会地や部落有林の解体政策を進めていった.

要す るに,[フ ェイズ1]の[近 代化過程
一大崩壊期1]と は ,近 世の重層 的所有 ・利

用関係 か ら一物一権主義への転換 をコモ ンズ

に強制 し,そ の ことによって,利 用秩序 に よ

って結ばれていた人 と人の関係,人 と物(資

源)と の関係 を断ち切 り,コ モ ンズ社 会には

近代化 を0人 間には 自由0そ して近代 的自我

の誕生を もた らした とされ る.

この ように,近 世 まで に行 なわれた所有 ・

利用 に伴 う義務 か ら 「物 を解放」 し,共 同体

(ム ラ社会)と つ なが ってい た 「へその緒」

を断 ち切 って 「入 を解放する」 こととは,井

ケ田良治が指摘 した次の内容 を含 むもので も

あ った.「 注 目すべ きは,こ の近代化の過程

で,前 近代社会で土地支配権 がこうむってい

た さまざまな共 同体 的制約が,多 くの社会的

責任 が法 の世界か ら姿 を消 して しまったこと

であ る.そ れは,真 の意味で土地所有が有す

べ き公共(市 民社会の)的 責任 に成長すべ き

はず の もので あったが,日 本 では多 くの物件

的諸権利 とともに流産 させ られて しまったの

である.」iz;

ここで,コ モ ンズ に関する 日本の法学的研

究 の貢献 を整 理す る とす れば,(1)日 本 に

おける近代的土地所有権導入 に伴 う入会権解

体の プロセスに関す る研 究,(2)ナ シ ョナ

ル トラス トを支 えたイギ リス土地法制史の研

究,さ らに筆者 は(3)渡 辺洋三の 「農業水

利権 の研 究」(東 大 出版会,1954年)を あげ

たい.こ のうち,コ モ ンズの現代的再生 とい

う観点か らみれば(2)が 重要である.

すなわち,コ モ ンズ復 興運動のなかで,①

他人の土地への公的利用権 の設定 を法認する

アクセス権 と,② トラス トとして定着 した公

共信託概念 を生んだユ ース概念,と いう二つ

の中世 的権利が近代 法概 念のうちに発展的に

継承 させ,ナ シ ョナル トラス トに結実 した経

緯 を明 らか に した ことである。 これはまさに

法制度 にお けるコモ ンズの現代的再生の事例

といい うる.(2)が その後の コモ ンズ論 に

おける比較研 究の枠組み の一極 を示 した とい

って も過言ではないだろ う.

この ような固有 の法源や法伝統 の研究 は,

[公― 共―私]は 制度 ・構造 的には非連続 で

あって も,機 能的には連続 的 していることを

示唆 してい る.コ モ ンズ論 では,所 有形態を

前提 としつつ も利用 ・管理 の実態面 において

[公一 共―私]が 連続 してい ることを確認 し

ているが,前 近代社会 においては所有形態 そ

の ものにお いて も[公 一共一私]が 連続 して

いると表現 して もよいよ うな状態が存在 して

いた.現 代 において,そ れを法進化 の原動力

として現代 の環境法 の手がか りにす ることは

で きないか.例 えばイギ リスの事例 は,ト ラ

ス トの法構 成 となっただけではな く,① か ら

私的土地所 有権 の制 限を,② か らは自然の権

利,次 世代 の権利 を引 き出す ことで現代 の土

地法,環 境 法につ なが る手がか りを示 してい

るか らであ る.最 近,法 学 における土着性あ

るいは地域 固有性 の問題 について考察 されて

いるが,こ うした視点が これか らの環境保全

のあ り方 を考える うえで きわめて重要である

と思われる.

・大崩壊期 皿(初 期現代化過程)

わが国 におい ては戦後 改革の一環 として,

コモ ンズの管理主体 は共有資源を管理する専

門機 関(森 林組合,水 利組 合等),公 共機関

(土地改 良区等)と され,形 の上で は行政機
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構 か ら自立 した 自治組織 として,新 憲法下の

地方 自治制 を担 う一一 と して位置づ け られ,

構成員 も,利 用の実態 な き者(不 在地主)を

排除 し,直 接の個々の利用者 とされた.し か

しなが ら,実 際の これ ら機関の運営 は,理 念

どお りに個 々の利用者単位 に運営 されたので

はな く0基 本的には集落単位の運営が なされ

ていた.わ が国の ような集約労働型水 田稲 作

中心 の社会 で は,高 度成長期以降のような農

業技術,水 利技術 に支 え られていない段階で

は資源の生 態系 的形態 と労働過程がそれ を必

要 としたのである。 しか し,こ の ような管理

のあ り方 は現 代化 過程 にお いて激変 して い

く。その一例 として,筆 者が事例研究 した都

市圏の土地 改良区が経験 した この時期の状況

を再掲 してお きたい131.

「戦後復興 に引 き続 く高度成長期 に入 ると,

重化学工業 と輸出型工業の育成が 日本経済の

テイクオフの至上手段 と して推進 された。そ

の結果,急 激な都市化,産 業構造 の変化,経

済の急拡大 を支える 日本資本主義の金融資本

的蓄積 の・一側面 としての 「高地価 」,の 三者

が三位一体 となって農地の大 規模 な転用を迫

り,都 市 の土地 ・水 ・農業 はスプmル 化 し

ていった。 さらに,全 国的な国土 と水 資源 の

大規模な開発 お よび工業生産基盤優 先の政府

の公共投資 政策 は0本 来 は不可分の ものであ

る土地 と水 を別個 の異な った資源 として極 限

まで利用 し尽 くそ うとす るものであった.し

か もその形態 は 「利用」 と 「所有」のみに偏

重 し,「 保全 」 と 「管理」 責任 を放棄 した結

果である環 境や生態系 の破壊 を媒 介 にして,

農業 と都市環境 に犠牲 を負 わせ るものであ っ

た.農 業 に とってよ り直接 的な困難は産業構

造再編のための減反政策 として表れ,都 市農

業の衰退や営農環境の悪化 といった外部的 な

変化 と,農 民主体その ものの絶対 的な減 少,

内部の階層分化,農 地の保有 資産化 な ど農業

者 自体 の質 的な変化 をひ きおこ した.こ れ は

地租改正 に よる近代的土地所有権の創設以来
一貫 して進 んで きた

,水 路や溜池な ど共同生

産手段 や共有地の総有的支配 の崩壊,総 有集

団内部の変 質,財 産区の形骸化 を最終的 に完

了す るものであった.こ れに伴い土地改良区

は,存 立基盤,即 ち,社 会的地位 ・組織 ・財

政 ・技術 など全般的,地 すべ り的な変動に さ

らされるこ とにな った.こ の ことはまた,農

業水路 の管理の態 様 にも反映 し,日 々の暮 ら

しの中か ら農業水 路が疎 遠な もの となってい

った経過で もあった.」

この時期,ほ ぼ似 た困難に 日本 中の共有 資

源の共 同管理組織 は遭遇 したのではないだろ

うか。 この過程を多様 な組織 について検証す

る必要があ る。

n大 崩壊期皿(後 期現代化過程)

この時期 は,グ ローバ ル経済 の本格 的進展

とバ ブル経済 とその崩壊 があい まって,地 域

間格差a産 業間格差,個 入間格差が拡大 して

いった時代である。その過程で第一次 ・二次

産業 の構 造不 況産 業化 は決 定的 な ものに な

りS地 域経済は衰 退傾 向をみせ,中 山間地 ま

で過疎 は急速 に進んでいった。

す なわち,[フ ェイズIV]に 記 した ように,

例え ば里 山につ いてみ れ ば,食 生 活の変 化

や代 替 燃料 の発 達 な ど,生 産 と生活 の様 式

が変 化 す る と利 用 圧が低 下 し,過 少利用 を

越 えた利用放 棄 の状 態 に なって い る。森 林

ではOl960年 前後 の木材 輸入 自由化 以来0

安価 な外 国材 に押 され,国 産材 の価 格が 下

落 ・低迷 し�ﾑ 業 が構 造 不況 産業 に転落 す

るに したが い,過 疎 化 が急速 に進 行 し,国

土の荒廃 につ なが る深刻 な事 態 にな って い

る。 その ことを最 もよ く物 語 っているのは,

実 に1兆2000億 円 を超 える とい う林業公社

の巨額 な債務残高 であろ う.

林業公社は,現 在,全 国38都 道府県 に42

あるが,昭 和30年 代に経済の急速な発展 に

伴う木材需要の増大に対応するため,分 収造

林特別措置法に基づき,国 策として進められ

た拡大造林政策を担うために設立されたもの

である.と りわけ森林所有者の自力では整備

が困難な条件の不利な山での造林を国が指導

した こともあって,全 国では今 日までに43

万㌶を超える拡大造林が達成 されたという.

公社は,森 林所有者との問で伐採時に得 られ

る収益を分け合う契約を交わし,伐 採 まで50

年以上の長期にわたる費用は公社が農林漁業
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金融公庫や都 道府 県 などか ら融資を受 けて充

当 して きた.し たがって0伐 採後の収益 で投

下経費 を回収 し,借 金を返済す るという公社

の造林 事業 に とって,約30年 来の木材価格

の下落 は致命 的な事態である'4;.

この ような局面が[後 期現代化]と 記 した

[フェ イズVI]で あ る.こ こでは,所 有形態

にかかわ らず,人 工 林,雑 木林(里 山),水

田,畑,草 地,溜 池等 の半 自然(二 次的 自然)

は過 少利 用 あ るい は利 用放棄 によって荒廃

し�ﾂ 境問題,国 土保全 の見地か らも大 きな

社会問題に なっている.こ れを再生す る試み

については地域振興 アプローチが詳 しい。

4-2[フ ェイズN]社 会の変容が コモンズ

に及ぼす影響

この フェイズ の特徴 は資源 の性格 の変化

もしくは新 しい タイ プの資源の登場であ る.

す なわ ち,廃 棄物(Bads)お よび知的所有

権 とい う,人 間活 動 由来の,も しくは人 間

が 直接生 産す る資源 が登場 し,そ の社 会 に

及 ぼす影響 が 甚大 で ある こ とで ある.し た

が って,資 源 を制御 す るだ けで は不充分で,

そ れ を生 み 出す入 間 と社 会 を制 御す る必要

性 が出 て来 る.こ れ まで管理 主体側 の制御

といえ ば,① 倫 理0規 範,② 法 ・制度 ・ル
ール ,③ 経済 的 イ ンセ ンテ ィヴの三類 型が

あ ったが,新 しい資源 に対応す るために本

稿 では,④ 人 間 の集 団性,協 働 性の基 盤 を

つ くる こ と,を 提起 したい と思 う.こ れ は

イ ンタラ クテ ィヴ0コ ミュニテ ィ ・アプ ロ
ー チの 「コモ ンズ型 社会 基盤」 を政策 的 に

つ くる,と い う考 え方 である.

す な わち,新 しい 資源 の特 性 をみ る と,

資源 を資 源 として成 立 させ るこ とが深 く人

間 の側 の評価 能力 にか か って い るとい うこ

とが わ かる.つ ま り,前 資源段 階の カオス

か ら資源 を形成 してい くに は共 通の土俵 の

上 で可 能 な限 り多 くの人 々,そ れ も多様 な

価 値観 の なか で評価 が定 まって きた もの を

人kは 「資源」 として認 め るので はないか

とい うことである.

例 え ば,工 学 的 に リ サ イ ク ル で き る か ど う

か と い う こ と と は 別 に,BadsをGoodsと し

て評価す る一つのあ り方 と して,人 間(管 理

主体)の 側が,古 い こと自体 に価値 を認めた

り,消 費可 能 な期 限 を長 く見積 もる とい う

(例 えば,「 もったい ない」)精 神 があ り,そ

れは社 会 の評価 の なか で育 まれる もの であ

る.科 学技術的 なものを除いて,知 的所有権

の対象 となる資源 についていえば,そ れ らが

評価 の塊で あることはい うまで もない.こ れ

らの資源の特徴 は個人が生み出す ものであ る

けれ ども,そ の増 減は社会 の評価 能力 に連動

している という点である.こ の観点か らいえ

ば,新 しい資源は他 の資源 と異なって,良 く

も悪 くも人 間の集団的評価 能力 によって無限

に増殖する可能性がある.

ここか らイ ンタラクテ ィヴ ・コ ミュニ テ

ィ ・ア プロー チが着 目 して いるように,(知

識財 の一種 と しての)評 価 を創造す るコモ ン

ズ型社会基 盤 としての人 間関係(ネ ッ トワー

ク)の 戦略的重要性 が導 き出される.こ れは

ソーシャル ・キ ャピタル論 でい う社会関係資

本 ともつ なが る.こ れは コミュニティ再生型

環境政策 とい う考え方の一つの理論的根拠 と

な りうるので はないか と考 えている.こ れに

ついては続編 で敷術 する予定である.

この段 階での コモ ンズ社会 は,労 働過程や

資源制約に規定 された運命共同体的 な絆 とい

うよりも,ア ソシエーテ ィヴ,コ ミュニケー

ショナルな市民社会型 コ ミュニティのイメー

ジである.こ の ことは新 しい資源についてだ

けでな く伝統 的な資源 を管理する組織 につい

て もあては まる.そ れ らは,伝 統的 ・共同体

的組織か ら,地 域資源 を民主的に制御 ・管理

する住民団体 としての 自覚 を高め,他 の地域

団体 と連携 しつつ0コ ミュニテ ィの主体の一

翼 として 自らを捉 え直す ことが必要であ る.

したがって,次 には共同体 のイ ンタラクティ

ヴ ・コミュニティ化,政 策 としては,地 域社

会の コミュニティ化がめ ざされるのではない

だろ うか.本 稿の副題 を,「 資源制御か ら共

同体 制御へ」 とした理 由はそ こにある.

4-3コ モンズ的管理組織と社会的費用に

ついて

宇沢が,社 会的共通 資本 の一つ として自然
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資本 を既定 した ように,あ らゆる 自然 ・資源

は本性 的に公共的 な存在 であ る.で あれば,

自然資源 を持続可能 に管理する コモ ンズ もそ

れ自体,一 種 の社会的共通資本 とい うことが

で きる.ま た,市 場の対象 となるのは自然資

源 のご く限 られた一部分(私 的費用 の対象 と

なるもの)だ けなので,自 然 資源の持続可 能

な管理 には必ず社会的費用が発生す る.で あ

れば,自 然 資源の管理組織が負担す る社 会的

費用 は,受 益者 団体 として負 うべ き部分の他

に,公 共の負担 に帰せ られる部分が あるとい

う論理が成 り立つ.こ こか ら,あ る場合 には

コモ ンズを補助す る根 拠が導 かれ,ま た,コ

モ ンズの財 政問題 を社会的費用 の側面か ら分

析す る必要性が導かれ る。

例 えば0高 度成長期 における土地改良区の

財政分析 か らは,水 利技術 の高度化(揚 水機

械設備,コ ンピュータ制御に よる水位等の監

視)に 要す る費用 と管理費用 の増大 とい う一

般的傾向が見出されてい る.こ れ も拙稿 か ら

再掲する'5〕。

「都市部 の土地改良区では用水管理労働 の

軽減 と正確 で迅速 な用水供給 を可能 にす る技

術導入 が取 り組 まれ ている。例 えば,「 農業

用水管理 テ レメー ターシステム」(ポ ンプ場

に設置する中央監視制御局か ら電話 回線 によ

り幹線用水路の水位監視 と各樋 門及びゲー ト

を遠方か ら集 中監視制御するシステ ム)や パ

イプ ライ ン等がある.

また,都 市部の土地改良区の財政難につい

ては よく指摘 されている ところであ る.都 市

化 による農地の潰廃や農家数 の減少 は組合費

を減少 させ るに反 して,用 水 システムの及ぶ

面的範囲は縮小 しないために相対的 に管理 は

よ り困難 になる。 さらに,現 代では,天 与の

資源 を利用 して再生産を維持 して きた これ ま

での ような農民技術 では対応で きない技術装

備が必要 となっていて,機 械 と経費の拡大 を

伴わ ざるをえないのである。

さらに首都圏では,都 市域の拡大 に伴う水

需要の逼迫のために農業用水の総量規制と他

種利水との水量調整,即 ち,農 地の潰廃によ

る余剰水や灌概期以外の水の返上が実施され

る方向にあり,河 川管理者か ら年間水量調整

スケジュー ルの提 出が要求 されてお り,そ れ

に対応す るための技術 装備 もまた必要 とされ

ている とい う.こ の ように,水 利慣行 を克服

した技術が,逆 に水管理 の個 別分散化 を進め,

組織 の団結 を弱め,こ れ を補 う形で さらに技

術 を導 入す る.さ らに,水 利 の管理 と利用 の

間に水 テクノクラー ト的疎外 を生み出す とい

う技術のパ ラ ドックス も見え隠れ している.」

また,[後 期現代 化過程]で みた林業公社

が抱 える財政問題,膨 らみ続 ける債務 問題 も

森林 の維持 をめ ぐる社会 的費用 を誰 が どの よ

うに負担 すべ きか とい う問題 を提 起 して い

る.今 日,水 源酒養機能,CO2吸 収機能,多

様な生物保 護機能,ヒ ー トアイラン ド緩和機

能等k,森 林 の公益 的機 能が注 目され,地 球

温暖化防止森 林吸収 源10ヵ 年対策が展 開 さ

れるなど,森 林 の価値が再認識 され,健 全 な

森林 を未来の世代 に手渡 してい くために森林

の長期的,安 定 的な管理 ・保全の仕組み を構

築す る方針 が明確 に されているが,に もかか

わらず,政 府の態度は極 めて消極的であ る。

この ように伝統 的な資 源管理組織 の殆 どは

構造的な財 政問題 を抱 えている.対 象 とす る

資源の公益性か ら,直 接的な権利者(受 益者)

だけが費用負担すべ き問題で はない とされ る

ものの,実 際 には誰 が(ス テークホル ダー)

どの ような形で どの ような割合で負担す るか

は環境経済学の重要課 題の一一つである。

また逆 に,水 利権の よ うに権利見直 しの問

題もある。環境評価 の理論 と技法が発達 して

きたが,他 方で は,資 源管理組織 の財政分析

を積 み重 ねるこ とに よって環境の価値 を貨幣

単位で評価することも可能ではないだろうか.

[フェイズVI]以 降 は,引 き続 いて続編で

論 じたい。 そこで は,コ モ ンズ と外部 との関

係において,国 家の他 に自治体 ・市民社 会が

入って くる点が図前半 にはない特徴である.

4―4コ モンズ ・モデル について

・モデルの両義性 につ いて

論文 「コモ ンズの悲劇」が多 くの誤謬 を含

んだ もので あるこ とは明 らかに されたが,筆

者は 「コモ ンズの悲劇」が環境破壊 のメカニ

ズムの類型化(パ ター ン化)に 寄与 した点 を
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評価 し,叙 述型理論モデ ルとして活用 し,本

稿 の フロー チ ャー トに生 か した.な ぜ な ら,

個人的合理性 と社会的合理性 の対立現象 は永

遠の課題で あ り,「 コモ ンズの悲劇問題」の

理論 モデ ル はそれ を表現 してい るか らであ

る.的 確 な事実認識(複 雑 な変数の うち どれ

を取捨選択す るか)0用 語の定義,概 念整理,

条件整理 を済 ませ た後 には,コ モンズ ・モ デ

ルは,環 境破壊の メカニズ ムに も,あ るい は

正反対 の環境保全 のメカニズムにも,ど ち ら

にもなる とい う,き わめ てシステマチ ックな

枠組 みをもっている.そ の ことはコモ ンズが,

きわめて状況依存 的(融 通無碍)な,関 係性

に規定 され た性 格 を もっていて,「 どち らに

転ぶかはその時の状況次第」 という厄介 な存

在であるこ とを示 している.

しか し,そ のこ とはまた,コ モ ンズがイメ

ージされている ように定常的 ,均 衡的な存在

で はな く,内 外の さまざまな変数との関係で

柔軟 に対応 しつつ変化 してい く存在である と

の考えを引 き出す もので もある.し たがって,

これ まで再三述べ て きた ように,コ モ ンズ内

部だけでな く,外 部 との 関係に も注 目してコ

モ ンズを分析 する必要があ る.

コモ ンズ ・モデルは,実 証研 究の成果 を摂

取 して 「コモ ンズの悲劇」の成立条件 ・回避

条件な らびに長期型 コモ ンズの成立条件 を豊

富化す るこ とで,Hardinの 意 図をはるか に

超 えた,反 論 さえ も補強材料 として吸収 して

い く強力 なモ デ ル と して生 き残 りそ うであ

る.イ ンタラクテ ィヴ ・コ ミュニティ ・アプ

ローチはその一つの表 れであ ろう.

・入れ子構造(相 似形 モデル)に ついて

両義性 とな らぶ コモ ンズ0モ デルの特徴

は,特 定の メカニズ ムが システム内部に相似

形 的に埋 め込 まれ てい る とい う,い わゆ る

「入れ子構造」がみ られることにある.

このこ とは,コ モ ンズ論 に正反対の二方向

へ視線 を広げ る恩恵 をもた らす.

一 つ は ,グ ローバ ルな方 向で あ り,地 球

規模 で グローバ ル ・コモ ンズ を管理す る と

い う考 え方 で あ る.グ ロ ーバ ル ・コモ ンズ

は,水 ・土 地 ・大気 な どは 「生命 ・自然資

源基盤i」 とされ,生 態系 観 点か ら本性 的 に

分 割不 能で あ り,生 命 ・人権保 障観 点か ら

収益 対象 として は な らず,地 球の持続 可能

性 の範 囲内 で利用 すべ き もの とされる.政

治の問 題 として,環 境 管理 に関す る国際 的

統 括機 関が存 在 して いな い現状 を もあわせ

て,〈 資源の制御 〉 とく共 同体の制御 〉と,

その 関係 性 を論 じるコモ ンズ論が示 唆す る

ものは多い と考 えられる.

しか し,他 方で0人 間が リア リティをもっ

て共感 で きるの は生活 圏 レベル の範 囲で あ

り0範 囲 を拡大す れば画素数に似 て画像が不

鮮 明になるのは避 け られ ない.例 えば,同 じ

環境 問題 とい うものの,mカ ル レベルでは

公共事業,住 環境,景 観 ・歴 史的建造物,里

山保全,緑 地,ア メニテ ィ,リ サイクル,エ

コビジネス,観 光,地 産地消な どに熱心 に取

り組 まれ るが,グ ローバ ルな生態系問題には

取 り組 まれに くい.

上 田良文が述べ ているように,い ずれの社

会 であれ,そ の法 制度や社会制度の変更には

固有 の手続 きが必要 であ り,そ のような社会

的意思決定 プロセスは,そ れ を推進す る側 に

あるコス トを費 や させ る.こ の コス トは,一

般 的には,合 意に参加すべ き人数が多いほ ど,

空間的な範囲が広 いほ ど大 きい し,ま た,空

間的スケールや人数が大 き くなるほどフリー

ライダーの出現率 は高 くなる.こ のような論

理 に従 えば,社 会 的合意 コス トの小 さい閉鎖

的社会であ るローカル ・コモ ンズの論理は役

立たない ことになる.

この点 については,近 年 「環境市民」 とい

う考 え方が提 唱 され0ま た,市 民風車,環 境

家計簿,エ コ住宅,ベ ロタクシーなど,身 近

な場所で地球環境 とつ ながる運動が活発 にな

っている.本 稿 ではその ことも念頭 にお きつ

つ,ロ ー カル ・コモ ンズの示 唆が生 きる よう

にサ イズ を縮小す る方向,す なわちコ ミュニ

ティに着 目して コモ ンズ論の展 開をはか りた

い と考 え て い る.こ れ に 関 して は,既 に

Ostromが コ ミュニテ ィ ・マネジメ ン トとし

て提唱 してお り,さ らにグル0プ アクション

の論 理がその 限定性 につい て指摘 している.

しか し,そ のこ とは逆 にローカルな範囲にお
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いては有効性 は認 め られている ということに

もなる。

筆者はこれを,基 礎 自治体単位の環境政策

において,施 策展 開の場 を生活 圏 レベルのコ

ミュニテ ィ単位で展開す るこ との有効性 とし

て論 じたい と考 えている.そ して,4―2で

みた ように�� 論か ら導 き出すだ けで な く,

環境行政の現場で観察され,議 論 されたこと

か ら組み立 てたい と思 う0例 えば,地 域単位

で ごみの組成,質 量,種 類,分 別の精度等 々

を分析す る と,そ れ らはその地域社 会の様相

を如実 に反 映 した もので ある ことがわか る.

すなわち,居 住特性(集 合住宅か…戸建てか),

市民特性(流 動性 の程度,環 境意識の程度),

人目 ・世帯 ・家族特性(少 子高齢化ﾘ核 家族

化,単 身 ・独居率,家 族入数),地 域経 済の

特徴,消 費者動向,市 民活動や コミュニティ

の活発 さ等 々である.と もあれﾘ基 礎 自治体

を足場 に0グmバ ルな方向 とコミュニテ ィ

の方向,二 つのスケール での施策を追求すれ

ばﾘコ モンズの相似形 とい う空間的特徴はお

おいに政策 に生か されるので はないか と考 え

ている。

おわ りに

本稿 でた どって きた ように,約30年 とい

う月 日を重 ねて0コ モ ンズ論 の諸説 に含 まれ

る多義性が明 らかにされ るとともに,相 互 に

論争可能な形で方法論的,理 論的な整理 が行

われてきた とい うのが コモ ンズ論 の現段 階で

あろ う.し か し,そ こか らが実はコモ ンズ論

の出発点であ り,農 村型社会 と都市型社会 と

もに現代 的な コモ ンズ を再生 する社会にむけ

ての実践 を導 くエ ンパ ワーメ ン ト理論 として

のバージ ョンア ップが求め られている.

それには,コ モ ンズ論 を資源 と共同体 に関

す る大 きな物語か ら,操 作可 能性のある実践

理論 とす ることが必要である.そ のためには,

常 に社会状況 と切 り結ぶ現実 感覚 を養いなが

ら,コ モ ンズ論の理念 を実現す るために,そ

れぞれの場面で問題 と向 き合 いなが ら手段 を

考 えてい くとい うリア リズ ム とそれ を実践す

る技 法が必要であると思 う.

例 えば,筆 者 の場合,そ れ はコモ ンズ論 を

操作可能 な環境政 策パ ッケージに置 き換 えて

い くとい う作業 であ る.そ の コ ンセ プ トは

「市民社 会型 コモ ンズ」 と 「資源管理 を通 じ

た地域社会 のコ ミュニ ティ化」 であ る.こ れ

は,日 本 のコモ ンズ論 内部で現在,盛 んに議

論されている 「協治」 というコモ ンズの方向

性 を筆 者 の問題 意識 に置 き換 えた もので あ

る.そ して,コ モ ンズ論の理念 を,「 共 同体

と資源の持続可能性が一体 となってい る環境

の自己制御 システム」 ととらえ,こ れ をブ レ

ークダウ ンさせて ,「 コ ミュニティ ・ガバ ナ

ンス と結合 した地域 環境管 理マネ ジメン ト」

とい う問題設定 にお きか える.こ れ を受けた

筆者の環境政 策パ ッケー ジは,「 コミュニ テ

ィ再生型環境(ご み減量)政 策」である。

補論 「水利慣行からみた日本型水管理

システム」

拙柵6)で は,わ が国の河川灌概水 利組織 を

水 を管 理す るコモ ンズ,水 利慣 行 を コモ ン

ズ ・ルール ととらえて0越 石慣行をめ ぐる水

利組織間の交渉を軸 に して,日 本型 農業水利

シス テムの形成,発 展ﾘ衰 退の過程 を分析 し

た。 そこか ら得 られた知見 と結論のみ列記す

る.本 稿 の参考 になれば幸 いである.

(1)近 世的権利 としての越石慣行～水路敷

地の潰地補償代

越石慣 行は水 利慣行 の一種で はあったが,

水利 権 か ら派 生 した権 利 ではない.境 界 を

越 え る石 高 との 意 味 で あ り,他 人(他 村)

の土 地(通 常,田 畑)を 通 して用 ・排 水路

を敷 設 した場合,水 路 敷地 の補 償代 と して

潰地 の石 高相 当分 を村 どう しでや りと りす

る とい うもの であ り,一 般 的で ない に して

も全 国各地 にみ られ る慣 行で あ る.筆 者 は

かつ て,こ の近 世 的権利 を近代 法 に構 成 し

ようと して,地 役権 に も とつ いた水路 敷地

の借 地代 と解 した.実 際,旧 村 の慣行 を引

き継 い だ市 町村 自治 体 で は水路借 地代 と し

て現在 も予算計上 している.
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(2)慣 行の物権化 と債権化～<慣 行→物権
→債権〉

明治政府 によって近代 的土地所有権が導入

され,入 会解体 政策が進め られるなかで,近

世の多 くの物権 的諸権利が近代法のなかの物

権 と認め られず に消滅 させ られてい く.民 法

学の立場か ら入会 権 を擁護 した川島武宣 も,

近代 におい て 「物」が具体 的な利用の秩序か

ら解放 され0交 換の客体 として孤立す るに至

り,そ の帰結 として生 まれた一物一権主義が

近代 的所有権 の特 徴 である と指摘 している.

その ように絶対的 とされた物権 であるが,物

権 はさ らに債権 化(credit,claim)さ れ る

ことで完全に利用 か ら離れた権利 となる.

注 目すべ きは,越 石はす でに江戸元禄期 に

債権化 していた とい う事実である.農 業,商

業 ともに先進地帯であった淀川右岸下流地帯

で は,越 石慣行 とい う固有の水利慣行が用 ・

排水 のや りとりに伴 って複雑 な網の 目の よう

に広域の水利組織間には りめ ぐらされていた.

新 田(後 発 開発参入地域)は 新 たに用排水路

を敷設せね ばならず�� 存 の水路体系の変更

を広域 の村 々に申請せねばな らなかったか ら

であ り0後 発地域 ほど多 くの越石 を負担 した.

やがて越石は実態を離れた定額の石高のや

りとりに形骸化 したが,厳 格な履行を義務づ

けられていたことには変わりなかった.さ ら

に時代を経ると,越 石は大坂の米相場 と連動

した市場合理性が高 く,か つ豊凶作にかかわ

らず定額で支払われる安定した債権に変化 し

た.後 発地域は,地 域全体の水循環を歪めて

まで不利な水路敷設を強いられるとともに,

実態から離れて定額の金銭におきかえられた

越石が累積し,不 良債権化 していった.

(3)近 世的広域調整～領主からの補助

近世 の領国体 制 とい う制約下で は,領 主が

封建 地代収取のため越 石負担 にあえぐ村々の

石高に補助 を与 えることで辛 うじて上 ・下流

地域 の利害 関係 を調整 す る役 割 を担 ってい

た.し か し,明 治政府 は越石 を近世的慣行 と

して補助 を引 き継がなかったため,村 々は近

世以上の越石負担 に苦 しみ,そ の様子 は明治

以降0昭 和期 まで多 くの村財政 を圧迫 し0破

綻す る村 も出るほ どであ った.こ れ は近世 の

終焉に伴 って,領 主の私的経済 と水資源管理

をベースに した村共 同体 間(コ モ ンズ問)の

私的な関係 に閉 じ込め られて きた地域イ ンフ

ラス トラクチュアの費用負担問題が顕在化 し

たもの とみ ることがで きる.

なお,古 田の新田に対する優越性は水利慣

行 として表現されるだけではない.例 えば,

堤防の片側 を低 くして洪水時に溢水を誘導す

る,水 路を曲がりくねらせて水の滞留時間を

操作する,旧 水路に合流させずに新たに水路

を並行 して敷設 し,優 先順位が高い水路か ら

順に流す等々,水 利組織間の関係がそのまま

直裁的に水路の態様に表現されていた.

(4)地 域格差の均等化～市町村合併

越石慣行 が解消 されるの は戦後 になって,

越石 の債 務一 債権 関係 にあ る旧村 々が合 併

し,合 併後 の市町村 に統合 する形で負担が移

管 されてか らである.ま た,不 自然 な流路形

態 は揚水 ポ ンプやパ イプライ ンなど水利 関連

技術 が発達 し,地 形的 な障害が克服 されるこ

とで改善されていった.

(5)過 剰 に権威づけられ たコモ ンズ

近代化の過程で水利組合は,領 国体制の廃

止と河川管理の一元化を出発点 として,近 代

的土地所有権の導入,広 域的な地主制の確立

と水利組織の再編,近 代河川技術の導入 と近

代水利法制度の整備を介して半ば公権的な組

織として再編 され,農 業が地域の主要勢力で

なくなるまでは,制 度的にも実質的にも市町

村長の上に立つ強大な発言権 を有していた.

皮相 的な評価 は避 けるべ きであ るが,現 在

で も水利組合 は相対的に強固な水利権 を保持

し続 け0ま た,水 利組織の統合機関 ともい う

べ き土地改 良区は,政 治的には農業 関連公共

事業の ロビー団体 であ り,保 守勢力 の集票マ

シー ンとなってい るケースが多い。水 資源管

理専 門組織 として高い 自覚に もとつ いた先進

的事例 はみ られる ものの,多 くの土地改良 区

は,中 央政 治 と直結 した草の根保守層 を構成

し,地 域社会 で一定の政治的実力 を保持 して

いる ように思われる.
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(6)コ モ ンズ社会の構造～入れ子構造

よほど前 国家的か,地 理的 に孤立 した場合

を除いて コモ ンズ は一般 にみな されてい るよ

うに,自 己完結 した,孤 立的,独 立 的な存在

ではない.つ ま り,コ モ ンズ内部の規制の体

系以上に,コ モ ンズ問の規制が コモンズの存

廃 を左右す る要因であ ったケースが多い.そ

れは川 ・海 ・湖沼 ・草原等々,資 源空問が連

続 していたため協調せ ざるをえなかったか ら

である.そ のため,コ モ ンズ間の調整 は自己

組織的に発生 し,厳 格 に行なわれてきた.水

利慣行が機 能す る流域地域の調整会議 をロー

カル ・レベ ルの大 コモ ンズ とすれば,単 位水

利組織はコ ミュニ ティ ・レベルの小 コモ ンズ

である.現 代 のような府県域 を越 えた流域単

位の調整会議iはリー ジ ョナル ・レベ ルのスー

パー ・コモ ンズ というこ とになる.

淀川右岸 中 ・下流地域 には神崎川 と安威川

とい う淀川 の2支 流の受益地域 だけで も,近

世 には70弱 の水利組織が存在 し,用 水 ・排水

両方が入 り乱れて網の 目の ような複雑な水利

慣行 を調整す る水利組 織連合 が形成 されてい

た.そ れが今 日の神安 土地改 良区の前身であ

る。現代 では淀川流域 は0琵 琶湖か ら始 まっ

て滋賀県 ・京都府,大 阪府,兵 庫県 と広域 な

流域調整がなされてい る。

(フ)多 様な近世的権利がたどった道

明治政府 は入会地 と異 なって水 は流 体で

ある こ と,極 めて公共 性 が高 い こ と,な か

んず く水 田稲 作社 会 日本 にお け る最重 要資

源 であ った こ と等の理 由で,近 世 に引 き続

いて農民 の共 同管 理 に委 ね ざる を得 なか っ

た。 また,支 配基 盤 が脆 弱 な政 府 に とって

は9地 域社 会 の最 大 の紐帯 で あ り続 けて き

た水利 組織 を国家 行政 機構 に編 入す る こと

は極 めて有利 な民衆統 治 策で あ った とい う

事情 か ら,河 川水 資源 につい ては公水 と し

たうえで旧慣 に委ね られた.

水利権 は先取特権 として現在 も固定的であ

るといわざるをえない0む ろん,渇 水 に際 し

ては水利調整(水 融通)さ れるが,平 時の水

利権 の移転 は進んでいない.工 業水利 との関

係で は,重 厚長大産業 の衰退 や水 リサイクル

技術 の進歩 によって高度成長期 とは逆 に水余

り現象が生 じてお り,工 業用水側 は水 道管 理

者に割 当水 量の返上や料金値下 げを要求 して

いるが,当 初の各水利へ の割当 てに基づ いて

料金設定や設備投 資が行 なわれているため一

向に応 じられていない.生 活水利 との関係 で

は,高 度成長期ほ どではないにせ よ,人 口の

増減,都 市域拡大,生 活様式等を相殺 して も,

使用量 は増加傾 向にある地域が多 く,渇 水 の

たびに余剰 水の転 用が問題 になる.が,水 利

権の抜本的見直 しには至 っていない.農 水省

も一時,農 業水利 のモーゲ ッジ化 を検討 して

いた ようであるが,農 業水利の転用 問題 はそ

の背景 に農 業政 策お よび水の市場化 とい う大

問題 を抱えて,ま た,循 環型水 システムで あ

る日本の農業用水環境用水 としての役割 を果

た してい るとの指摘 もあ り,長 年の懸案事項

になっている.水 の市場化 については,近 年,

世界的 に水 の民営化が進め られ る傾 向にあ り

国際的 に強い批判 をあびている。ただ,ロ ン

ドン近郊 のNPO方 式 による水道経営 の よう

に,高 度な住民参加 の もとで効率的経営 と水

の公共性を両立 させつつ安定的な実績 をあげ,

住民 か ら高い評価 を受けている事例 もある.

[結論]

日本型農業水利システムを分析 した結果,

環境資源管理システムの定常状態において資

源の持続可能性 と分配の不平等性が同時に生

じうることを新 しい知見 とした.

すなわち,近 世 日本の村落を外部か ら厳 し

く制約してきた強大な幕藩権力との関係(直

接的には村請制,村 高制)に 着 目して広域 な

流域単位,用 排水地域単位でみてい くと,生

産力の発展段階によって,ま た水利慣行とい

う政治システム等の条件の下では,資 源の持

続可能性や資源配分の効率性が達成されてい

たとしても,条 件不利地域や政治的に弱い地

域に分配の不平等が集中的に現れていたこと

が推定された.

コモ ンズの本質 として,地 域環境資源の共

同管理 は平等性 を も実現 していると暗黙裡 に

見な されが ちであ るが,全 体 的合理性 を達成

している歴史上の コモ ンズの多 くは,仮 に持
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続可能 な定常状 態 を満 た してい たとして も,

内部に相 当強い不平等性 を有 しているのでは

ないか と類推 している.

ただ し,こ れ をコモ ンズの本質的な弱点 と

と らえることはHardinの 轍 を踏 むことにな

る.こ れは時代制約 による社会的費用負担の

近世的解決 ととらえ るべ きであ ろう.実 際,

劣後地域 を苦 しめた水利慣行 は行政負担 に置

き換 え られ ることで消滅 し,用 ・排水 をめ ぐ

る コモンズの確執 は基本的 には近代 的水利技

術 が解決 していったか らで もあ る.

しか し,だ か らといって水問題が解決 した

訳でない.市 民参加 を取 り入れた流域 ・水系

単位での質量 ともに保障 しうる水資源 ・河川

行政お よび林野行 政 と農政 との連携,同 時に,

水系の保全 を基本 とした都 市計 画行政,環 境

行政が新 たに目標 となっているか らである.

従来 にな く市民参加 に積 極的な淀川流域委員

会の動 向が注 目されてい る所以 である.

以上,筆 者が,日 本型 農業水 利 システム

の形 成,発 展,衰 退 の過 程 を分 析 して得 た

結論 の一 つは,コ モ ンズ は資源 のサ ステイ

ナ ビリテ ィに配慮 しつつ パ レー ト効率性 を

め ざ した制 度で あ る と評価 した うえで,歴

史上 の コモ ンズ は私有 の イ ンセ ンテ ィブを

巧み に取 り込 んだ制度 で あ った こと.さ ら

に,共 有 にせ よ私 有 にせ よ,持 続 可能性,

資源配 分 の効 率性,資 源配 分の 平等性 とい

う三つ の命題 が,コ モ ンズ内部 で も,あ る

い はコモ ンズ相 互 間 におい て も同時 に達成

され ていた か どうかの検 証 は残 された課題

であるとい うことである.
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